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県職連合青年部の2024秋闘

•秋闘期の流れ

７月
アンケートの作成

７月～８月上旬
アンケート実施

８月中旬

アンケート集約・
分析

８月下旬～９月
要求書の作成

１０月上旬
要求書の提出

１０月中旬
独自交渉の実施

１０月中旬～１１月
対県交渉の実施

１２月
職能別
主管課長交渉

春
闘
へ



県職連合青年部の2024秋闘

•独自要求アンケートの作成



県職連合青年部の2024秋闘

• アンケート結果の分析①：各支部ごとの取りまとめ



県職連合青年部の2024秋闘

• アンケート結果の分析②：見えてきた実態と課題



県職連合青年部の2024秋闘

• アンケート結果の分析②：見えてきた実態と課題



県職連合青年部の2024秋闘

• アンケート結果の分析②：見えてきた実態と課題



県職連合青年部の2024秋闘

•課題の共有（教宣紙の発行、学習会の開催）



県職連合青年部の2024秋闘

•独自要求書の提出



県職連合青年部の2024秋闘

•独自交渉の実施



県職連合青年部の2024秋闘

•対県交渉への引継ぎ

＜賃金課題＞
・若年層の低賃金
・資格取得や事務備品などの自己負担解消

＜人員課題＞
・適正な人員配置

＜労働条件課題＞
・長時間労働の是正
・不払い残業の撲滅
・人事異動内示の早期化

＜休暇課題＞
・取得しやすい職場環境
・休暇制度の周知

＜ハラスメント課題＞
・あらゆるハラスメントの撲滅
・被害者へのケア
・加害者に対しての対応



寒冷地手当の県内全域支給に向けた運動

•課題

勤務（公所）地によって、手当が支給される

庄内地域（青）だけ支給対象外

生活実態（居住地など）や職場実態
（通勤状況など）と制度が合っていない

足りない分は一時金で補填



寒冷地手当の県内全域支給に向けた運動

•実態調査



寒冷地手当の県内全域支給に向けた運動

• 2024秋闘での追及
＜当局の主張＞
県内の民間企業において支給実績が非常に少ない中で、国の制度に準拠することでどうにか
制度を守ることができている。

１０年ぶりに制度が見直され、今年度の勧告で触れられていたように、地球温暖化の影響で、
全国的に支給対象地域が大幅に見直されている中で、山形県においては変更がなかったこと
には安心している。

＜青年部の主張＞
気象条件のみで支給対象地域が判断されることに納得がいかない。要求の根拠は私たちの
生活実態であり、山形県内において、生活実態や業務内容が地域によって異なっているという
事実は見つからない。
当局には私たちの生活を守るという姿勢や態度が見えない！

＜当局の回答＞
気象データだけではなく、様々なデータ（根拠）を集め、１つでも２つでも改善につながるように努力していく。



今後の運動

•生活・職場実態の変化

達成度レベル

レベル１：自分たち（組合）が組合員の生活・職場実態を把握した。

レベル２：自分たちで要求書を作成し提出した。交渉を実施した。

レベル３：当局が要求書や交渉を通して職員の実態を把握した。

レベル４：当局が改善に向けて検討し始めた。

レベル５：当局が具体的な改善策を出した。条例や規則が変わった。

レベル？：（ ）

要求しっぱなしにならない！


